
大阪市水道局職員表彰要綱 

 

制  定 昭和 61年８月 23日局長決 

最近改正  令和６年３月 29日職員課長決 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、当局職員又は退職派遣者（公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第１項の要請に応じて本市を退

職し、引き続き公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年大阪市条例第7

9号）第８条に規定する特定法人に在職する者をいう。以下同じ。）の表彰に関して必

要な事項を定めることを目的とする。 

（表彰事由） 

第２条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

 (1) 当局の業務運営上顕著な功績のあった者 

(2) 当局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をした者 

(3) 危険を顧みず身をていして職務を遂行した者 

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者 

(5) その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として表彰に値する業績又は善行

のあった者 

（表彰を行う者） 

第３条 表彰は、局長が行う。 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は、表彰状を授与して行う。 

２ 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。 

（表彰の時期） 

第５条 表彰は、局長が必要と認めるとき、随時行う。 

 （退職又は死亡した者の表彰） 

第６条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職（公益的法人等への一般職の地方公務員の

派遣等に関する法律第10条第１項の規定による退職を除く。）し、又は死亡したとき

は、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰することがある。 

２ 前項の場合において、表彰するときは、表彰状及び副賞を、その者の遺族に交付す

るものとする。 

（被表彰候補者の推薦） 

第７条 第２条各号のいずれかに該当し表彰に値すると思われる当局職員又は退職派遣者

については、課長、所長及び場長が推薦する。 

２ 前項の場合において、推薦するときは、別記様式により職員表彰被表彰候補者推薦調

書に必要資料を添えて職員課長あて提出する。 

（被表彰候補者の審査） 

第８条 被表彰候補者を審査するため、職員表彰審査会（以下「審査会」という。）を置く。 



２ 審査会は、次の各号に該当する事項を審議する。ただし、第２号については表彰事由

が第２条第１号、第２号及び第５号中業務成績の向上、能率の増進等他の模範として表

彰に値する業績のあった者に該当する場合のみ審議する。 

(1) 被表彰者の審査及び決定に関すること 

(2) 別表第１に定める基準による賞の決定に関すること 

(3) 副賞に関すること 

(4) 大阪市職員表彰の具申に関すること 

３ 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

４ 委員長は、総務部長をもって充てる。 

５ 副委員長は、工務部長をもって充てる。 

６ 委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

７ その他、委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者を出席させ、意見又は

説明を聞くことができる。 

８ 審査会の庶務は、職員課が行う。 

（その他） 

第９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

 （職員表彰実施細則の廃止） 

２ 職員表彰実施細則（昭和62年８月１日決裁）は、廃止する。 

附 則 

 この要綱は、平成25年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年５月２日から施行する。 

      附 則 

 この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第８条関係） 

賞 名 基  準 

優秀賞 著しい効果（功績）をあげているもの。又は、あげる可能性の非常

に高いもの。 

優良賞 ある程度の効果（功績）をあげているもの。又は、あげる期待可能

性の高いもの。 

奨励賞 業務運営上、評価すべき工夫が認められるもの。 

努力賞 上記のいずれにも該当しないが、業務運営上改善努力が認められる

もの。 

 



別表第２（第８条関係） 

  総務部総務課長 

  総務部職員課長 

総務部北部方面営業担当課長 

工務部計画課長 

柴島浄水場長 

東部水道センター所長 



別記様式 

職員表彰被表彰候補者推薦調書 

課（所・場）長          印 

被表彰候補者 

所属名 

 

職 種 

 

氏名（ふりがな） 

 

業績または行為

名 

 

表彰事由（※１） 
（１） （２） （３） （４） （５） 

（推薦事由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）大阪市水道局職員表彰要綱第２条第１項の該当する号に○を記入してください。 

（※２）必要資料を添付してください。 

 


